
阪急阪神クリーンサービス株式会社

金　　　額 金　　　額

円 円

1,849,971,585 1,055,526,432 

11,303,118 352,787,796 

781,720,066 93,999,408 

25,495,342 421,312,763 

1,246,092 10,030,800 

34,259,060 137,143,700 

24,091,627 10,675,915 

971,856,280 46,200 

29,529,850 

160,691,859 116,453,610 

有形固定資産　　　 71,937,672 110,031,610 

6,642,128 6,422,000 

3,423,996 

57,351,548 

4,520,000 

無形固定資産 10,521,167 1,171,980,042 

9,192,667 

1,151,000 

177,500 株 主 資 本 838,683,402 

資　　本　　金　 10,000,000 

投資その他の資産　　 78,233,020 資　本　剰　余　金 264,103,897 

13,762,966 1,870,000 

474,250 262,233,897 

63,651,334 利　益　剰　余　金 564,579,505 

401,341 630,000 

△56,871 563,949,505 

繰 越 利 益 剰 余 金 563,949,505 

838,683,402 

2,010,663,444 2,010,663,444 

純 資 産 合 計

負債・純資産合計

〔純資産の部〕　

前 受 収 益

役員退職慰労引当金

未 払 費 用

立 替 金 未 払 法 人 税 等

〔負債の部〕　

負 債 合 計　

固　定　負　債　

貸 倒 引 当 金

建 設 仮 勘 定

建 物

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

電 話 加 入 権

長 期 前 払 費 用

そ の 他

車 両 運 搬 具

貸　　　借　　　対　　　照　　　表

２０２０年３月３１日現在

〔資産の部〕

賞 与 引 当 金

貯 蔵 品

流　動　資　産　     

現 金 及 び 預 金 買 掛 金

売 掛 金 未 払 金

未 収 入 金

流　動　負　債　　　　　

預 け 金

科　　　目　科　　　目

資　産　合　計　

未 払 消 費 税 等

固　定　資　産　　　　　　

工 具 器 具 備 品

利 益 準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

差入敷金及び保証金

繰 延 税 金 資 産

資 本 準 備 金

そ の 他 資 本 剰 余 金

退 職 給 付 引 当 金

前 払 費 用 預 り 金



阪急阪神クリーンサービス株式会社

重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．棚卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法に基づく原価法

２．固定資産の減価償却方法
（１） 有形固定資産

１９９８年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く）並びに２０１６年４月１日以降に取得した

建物附属設備及び構築物・・・・・・・・・・・・・定額法

定率法

（２） 無形固定資産

ソフトウェア（自社利用）・・・社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法

定額法

３．引当金の計上基準
（１） 　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。

（２） 　従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期負担分を計上して

おります。

（３） 　従業員の退職給付に備えるため、期末日における退職給付債務の額を計上

しております。

（４） 　役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。

４．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
（１）消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

（２）連結納税制度の適用

　阪急阪神ホールディングス株式会社を連結親法人とする連結納税制度の適用を受けております。

（３）連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

　当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度へ

の移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税

制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月

31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年

2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい

ております。

当期純利益 85,931,233 円

個　別　注　記　表

貯 蔵 品

退 職 給 付 引 当 金

賞 与 引 当 金

貸 倒 引 当 金

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

　その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


